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「茅ヶ崎市男女共同参画推進センター」は、平成２５年

４月に「茅ヶ崎市女性センター」から名称変更することに

伴い愛称を募集し、イコールな場所を意味する造語であ

る「いこりあ」に決定しました。 

 

 

 

★理由★ 

イコール equal（英語：同一であること）に場所を表す接尾語(接尾辞)の-iaを付した

ものです。 

★応募者からのメッセージ★  

この愛称が市民の皆さんに広く知られて、男女が互いにいっそう尊重しあい、あらゆる

分野に共同で参画する意義を再認識され、またセンターがいきいきとした男女共同参画社

会の実現の拠点として発展されることを願っております。 

 

 

男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かちあい、性別にかかわりなくその個性

と能力を発揮することができる男女共同参画社会の実現をめざし、「茅ヶ崎市男女共同参画

推進センターいこりあ」を活動拠点として、より一層暮らしやすい社会の実現に向けて取

り組んでいきます 。 

 

えぼし麻呂とミーナ 

行こう！ 「いこりあ」 
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１ 茅ヶ崎市の男女共同参画の歩み                         

 

女性施策の総合的推進を図るため、昭和６１年（１９８６年）に庁内関係各課で構成す

る「茅ヶ崎市婦人関係行政推進連絡協議会」（平成８年（１９９６年）「茅ヶ崎市女性行

政推進会議」、平成１４年（２００２年）「茅ヶ崎市男女共同参画推進会議」に改称）を

設置しました。 

また、市民による茅ヶ崎市婦人問題懇話会の提言を経て、平成３年（１９９１年）に委

員１３人で構成する「茅ヶ崎市女性行動計画策定委員会」を設置し、女性に関わる問題を

解決するため、平成５年（１９９３年）に「ちがさき女性プラン」を策定しました。 

 そして、平成５年度（１９９３年度）から企画部文化室を女性行政の窓口とするととも

に、諮問機関として市民で構成する「ちがさき女性プラン推進協議会」を設置しました。 

平成１０年（１９９８年）に、茅ヶ崎市女性センター（昭和５８年（１９８３年））を

現在地に移転、市長室市民活動推進課女性政策担当を茅ヶ崎市女性センター内に設置しま

した。 

平成１３年（２００１年）に「ちがさき男女平等参画プラン」を策定し、その推進、調

査研究及び啓発事業の実施に努めてきました。 

平成１４年（２００２年）に企画部男女参画社会課となり、女性の生活上の様々な悩み

を相談する窓口として、「女性のための相談室」を同年１０月に開設しました。 

平成１７年（２００５年）には、新たに４つの重点的に取り組むべき課題等を設定し、

「ちがさき男女平等参画プラン」を見直し、改訂を行いました。 

平成２２年度（２０１０年度）には文化生涯学習部男女共同参画課となり、「ちがさき

男女共同参画推進プラン」（平成２３年度～２７年度）を策定しました。 

平成２４年度（２０１２年度）に条例改正を行い、平成２５年（２０１３年）４月１日

に茅ヶ崎市女性センターを茅ヶ崎市男女共同参画推進センター（愛称：いこりあ）（以

下、「男女共同参画推進センター」という。）と改称しました。 

平成２７年（２０１５年）には、更なる男女共同参画社会の形成の推進に向けて「第２

次ちがさき男女共同参画推進プラン」（平成２８年度～３２年度）を策定しました。 

 令和２年（２０２０年）には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、茅ヶ崎市

総合計画（令和３年度～１２年度）に係る実施計画の策定時期が２年間延期になったこと

から、次期プランの策定を延期し、「第２次ちがさき男女共同参画推進プラン」の計画期

間を当面の間（令和４年度を目途）、延伸しました。 
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２ 施設の概要                                                         

     

  （１）設置目的  男女共同参画社会の実現をめざし、市民に学習の機会及び活動の場

を提供し、女性の社会参加の促進及び地位の向上に寄与するため。 

 

 （２）所 在 地  〒２５３－００４４ 

          茅ヶ崎市新栄町１２－１２ 茅ヶ崎トラストビル４階 

 

 （３）床 面 積  ８８７．２５㎡ 

        貸出面積  ３１１．９８㎡ 

                                     

  （４）概  要 

 

会議室名 定 員 面 積 特 徴 

  大会議室 

 

 100人 

 

 103.70㎡ 

 

講演会や会議に使用できます。軽度の体操は可

能です。 

  第１会議室 

 

  15人   24.14㎡ 

 

小規模の会議に使用できます。 

 

  第２会議室 

 

  30人 

 

 48.25㎡ 

 

おもちゃや絵本があり、保育室としても使用で

きます。 

  第３会議室   15人  24.41㎡ 小規模の会議に使用できます。 

  和室   30人  47.48㎡ 会合のほか、少人数の体操も可能です。 

  実習室   30人   64.00㎡ 調理実習ができます。調理台は５台あります。 

 

（５）配 置 図     
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（６）開館日時 

   開 館 日   毎週月曜日から土曜日まで 

   利用時間   午前   ９時００分～１２時３０分 

             午後  １２時３０分～１７時００分 

             夜間  １７時００分～２１時００分 

                   （ただし、７月から９月まで夜間２１時３０分まで開館） 

   休 館 日   日曜日、年末年始（１２月２８日から１月３日まで） 

 

３ 施設管理事業                                          

 

  男女共同参画推進センターでは、皆様に安心して利用していただけるよう施設を管理し、

その他各種サービスを実施しています。 

 

（１）建物管理業務 

 警備、消防用設備保守点検、昇降機保守点検、空調換気扇点検、電気設備保守点検、自

動ドア保守点検、冷温水機・空調設備保守点検、加圧ポンプユニット保守点検をビル管理

会社と共に実施しています。 

 

（２）各種サービス 

№ 項  目 内   容 

1   電子複写機  １面につき１０円 

2   印刷機  用紙持参（製版１回につき５００枚まで１００円） 

3   テレビ、ビデオ  無料 

4   ＣＤラジカセ  無料 

5   図書  無料、閲覧及び貸出し。貸出期間は１４日間 

6   ビデオテープ  無料、貸出し、貸出期間は１４日間 

7   掲示板  無料、団体のポスターやチラシの掲示 

8  コインロッカー  無料、コイン式ロッカー 

9  給湯設備及び備品  無料、急須及び湯飲みの使用は休止 

 

 

        男女共同参画推進センターいこりあ 図書コーナー 
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（３）施設の利用状況 

場 所 区分 団体数 男性（人） 女性（人） 合計（人） *利用率（％） 

大会議室 

午前 272 422 2,270 2,692 88.6  

午後 250 312 1,369 1,681 81.4  

夜間 237 447 919 1,366 77.2  

第１会議室 

午前 127 100 517 617 41.4  

午後 177 115 754 869 57.7  

夜間 142 784 384 1,168 46.3  

第２会議室 

午前 165 71 931 1,002 53.7  

午後 189 57 732 789 61.6  

夜間 19 23 127 150 6.2  

第３会議室 

午前 24 13 73 86 7.8  

午後 71 37 265 302 23.1  

夜間 30 31 111 142 9.8  

和 室 

午前 248 86 1,630 1,716 80.8  

午後 203 69 1,270 1,339 66.1  

夜間 114 792 415 1,207 37.1  

実習室 

午前 0 0 0 0 0.0  

午後 0 0 0 0 0.0  

夜間 0 0 0 0 0.0  

合 計   2,268 3,359 11,767 15,126 49.3% 

 

（期間：令和３年４月１日～令和４年３月３１日） 

*利用率＝利用団体数÷開館日数（令和３年度３０７日） 

*令和３年度、実習室は利用休止 

（４）利用状況の推移 
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（５）会議室を利用できる方 

  ①男女共同参画社会の形成に関する事業を行う者 

②生涯学習に関する事業を行う団体で市長が適当であると認めるもの 

③その他市長が適当であると認める者 

 

（６）利用者の登録について 

  施設を利用するには、事前に「一般利用団体」としての申請が必要です。 

登録番号をお持ちでない方は、男女共同参画推進センターへご来館のうえ、「利用登

録申込書」を記入し、申請を行います。 

①センターで「利用登録申込書」を提出します。 

②団体ごとに「登録番号」が付与されます。 

③茅ヶ崎市公共予約システムで「登録番号」を使用し、施設の予約をします。 

（７）利用申請手続き                              

登録番号が付与されたら、茅ヶ崎市公共施設予約システムで施設の抽選の申込み 

や空き状況の確認、申込手続きをします。 

 

例：９月１日に使用したい場合 

① ６月１日～２０日（抽選申込み）  ② ６月２５日抽選結果公表      

③（当選したら）７月１日～８月２９日までに窓口で利用申請します。 

使用する日の属する月の
２か月前の１日～使用日３日前まで

使用する日の属する月の
３か月前の１日～２０日

使用する日の属する月の
３か月前の２５日～末日

使用当日

会議室利用の流れ

抽選申込み

（施設予約システムから）

抽選結果公表

（施設予約システムから）

随時予約

（施設予約システムから）

窓口で申請

（決定書受け取り）

決定書を受付で提示して入室

 

※茅ヶ崎市公共施設予約システムは、公共端末（市内３５か所*令和４年４月時点）・イン

ターネット・携帯電話で利用できます。 
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（８）新型コロナウイルス感染症対策 

・各会議室等及び交流ロビーについて、定員を削減しました。また、実習室は利用制限を

行います。 

・施設の閉館時間については、夜間の外出自粛の要請などに合わせ、２０時までとするな 

どの対応を行いました。 

・令和４年度からは利用人数の上限を定員より減らす処置は終了し、定員を戻しました。 

 

会議室名 定員 利用人数の上限 

大会議室 １００人 ５０人 

第１会議室 １５人 ８人 

第２会議室 ３０人 １５人 

第３会議室 １５人 ５人 

和室 ３０人 １５人 

実習室 ３０人 利用休止 

交流ロビー ２０席 １０席 

 

４ 令和３年度実施事業                                   

  男女共同参画推進センターを活動拠点として、第２次ちがさき男女共同参画推進プラン

の目標に基づいて、女性問題の解決や女性があらゆる面で力をつけること（エンパワーメ

ント）への支援、啓発講座や研修会を実施しています。 

                                   

（１）第２次ちがさき男女共同参画推進プラン 基本目標と目標 

目標 NO. 内 容 

基本目標１  男女共同参画の意識啓発の推進 

目標１  男女共同参画についての理解を促進する 

目標２  平和の尊さを啓発する事業と国際連携および協力を推進する 

目標３  人権尊重に対する理解を促進する 

基本目標２  仕事と生活の両立ができる環境整備の促進 

目標４  働きやすい環境をつくる 

目標５   子育て、介護がしやすい環境をつくる 

目標６   男性の家庭生活や地域生活への参画を進める 

基本目標３  配偶者等に対する暴力の根絶 【茅ヶ崎市ＤＶ対策基本計画】 

目標７  暴力根絶のための意識啓発を推進する 

目標８  暴力に関する相談体制の充実を図る 

目標９  暴力の被害者の保護・支援体制を確立する 

基本目標４  生涯を通じた健康づくりと福祉の充実 

目標１０ 女性の生涯にわたる健康を支援する 

目標１１   様々な困難を抱える人々が安心して暮らせる環境を整備する 

基本目標５  男女が共に参画するまちづくりの推進 

目標１２  政策・方針決定過程の場に女性の参画を増やす  

目標１３  地域における男女共同参画を推進する 
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（２）託児サポーター事業 

 男女共同参画推進センターでは、子育て中の人が市主催の講座や会議等に参加できるよ

う、託児を実施しています。託児スタッフは毎年３月に市内在住の方を対象に登録しても

らい、対象の事業へボランティアとして派遣しています（資格不問）。 

 

 

 

 

（３）男女共同参画課における事業数、受講者数及び託児数の推移 
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（４）事業内容（男女共同参画推進事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示名  男女共同参画週間事業に関するパネル展 

プラン  基本目標 男女共同参画の意識啓発の推進 

   目標１ 男女共同参画についての理解を促進する 

日 時 令和３年６月２２日（火）から６月３０日（水）まで 

場 所  茅ヶ崎市役所本庁舎１階 ふれあいプラザ 



                                    

- 9 - 

講座名  パパの子育て応援講座 

お父さんのためのほしつ☆メソッド 

プラン 
基本目標 仕事と生活の両立ができる環境整備の促進 

  目標５ 子育て、介護がしやすい環境をつくる 

 目標６ 男性の家庭生活や地域生活への参画を進める 

日 時  令和３年１０月９日（土）１０時から１２時まで 

場 所  茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ 大会議室 

講 師  子ども育成相談課 主事 小山 織星 

対 象  ０歳から未就学児の父親、これから父親になる方（夫婦での参加可）   

定 員 ３０人 

内 容 
ほしつメソッドとはみんなでしつけの練習をする講座です。子どもへの

伝わりやすい言い方・ほめ方・注意のしかたを練習します。毎年１００

人以上の方が受講されている講座をパパ向けに開催します。 

受講者 5人 男 性 ４人 託 児 ２人 
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講座名 パパの子育て応援講座 

パパ's絵本 ライブ＆トーク 

プラン 

 

基本目標２ 仕事と生活の両立ができる環境整備の促進 

   目標５ 子育て、介護がしやすい環境をつくる 

   目標６ 男性の家庭生活や地域生活への参画を進める 

日 時 令和３年１０月１０日(日) １０時から１２時まで 

場 所  茅ヶ崎市立図書館 第１会議室 

講 師 安藤 哲也氏、西村 直人氏、田中 尚人氏 

（パパ‘Ｓ絵本プロジェクト） 

定 員 ３０人（１５組程度） 

内 容 父親の育児への積極的参加をテーマとした親子で楽しめる絵本の読

み聞かせと、父親の視点に立った子育てトークのライブを実施します。

０歳～未就学児の父親(母親)、プレパパ（ママ）を対象にしたセミナー

とします。 

受講者 １６人 男性 ５人 子ども ６人 

 



                                    

- 11 - 

講座名 女性のための、仕事で役立つアサーティブ講座 

プラン 

 

基本目標 3 仕事と生活の両立ができる環境整備の促進 

   目標４ 働きやすい環境をつくる 

日 時 令和３年１１月１６日（火）１０時から１２時まで 

場 所 茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ 大会議室 

講 師 特定非営利活動法人アサーティブジャパン認定講師 

 中野 満知子氏 

対 象 女性 

定 員 30人 

内 容 アサーションの基本的な考え方である自他尊重の考えを理解した上

で、自分の意見や要求を適切に相手に伝える方法を学ぶことで、家庭

や職場等の様々な場面で円滑な人間関係を構築できるようにします。 

受講者 9人 男 性  託 児 ２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

- 12 - 

講座名 女性のライフスタイルに合わせたマネー講座 

プラン 

 

基本目標２ 仕事と生活の両立ができる環境整備の促進 

   目標４ 働きやすい環境をつくる 

基本目標４ 生涯を通じた健康づくりと福祉の充実 

   目標１１ 様々な困難を抱える人々が安心して暮らせる環境を整

備する 

日 時 令和３年１２月２１日（火）１０時から１２時まで 

場 所 茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ 大会議室 

講 師 神奈川県金融広報委員会 金融広報アドバイザー 

 秋山 友美氏 

対 象 女性 

定 員 女性３０人〈申込制(先着) 〉 

内 容 結婚、出産、子育て、介護、離婚など女性の人生に起こりうる様々

な変化を知り、自分らしい人生を送るために必要なお金に関する情報

を提供することで、女性が自分らしく働き、自分らしく生きることが

できる社会を考えてもらいます。 

受講者 ８人 男 性  託 児 ２人 
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講座名 子どもの未来のために大人ができること。～スマホ・ＳＮＳなどのサ

イバー犯罪予防法を学ぼう～ 

プラン 

 

基本目標１ 男女共同参画の意識啓発の推進 

   目標３ 人権尊重に対する理解を促進する 

日 時 令和４年１月２８日（金）１０時から１２時まで 

場 所 茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ 大会議室 

講 師 神奈川県警察本部生活安全部サイバー犯罪捜査課 

情報セキュリティアドバイザー 夘野 智喜氏 

※文教大学学生ボランティア（３～４名） 

対 象 一般（主に児童・生徒の保護者） 

定 員 ３０人〈申込制(先着) 〉 

内 容 子どもの保護者等を対象に、スマートフォン等の急速な普及により

加速するサイバー社会のなかで、そこに潜む危険から子どもたちを守

るための知識を学んでもらいます。 

受講者 ２人 男 性 １人 託 児  
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講座名 中学生向けデートＤＶ予防講座 

プラン 

 

基本目標３ 配偶者等に対する暴力の根絶 

   目標７ 暴力根絶のための意識啓発を推進する 

日 時 令和４年２月２８日（月） ８時５０分から１０時２０分まで 

場 所 西浜中学校  

講 師 認定 NPO 法人エンパワメントかながわ 

藤井 和子氏 他２名 

対 象 西浜中学校 3年生 

定 員 90人 

内 容  デートＤＶの特徴と実態を理解し、防止の対策などを伝え、若年層に

向けた暴力根絶のための意識啓発を推進します。 

受講者 ９０人 男 性  託児  

 

 

 

 

 

 

講座名 中学生向けデートＤＶ予防講座 

プラン 

 

基本目標３ 配偶者等に対する暴力の根絶 

   目標７ 暴力根絶のための意識啓発を推進する 

日 時 令和４年３月４日（金） １３時３５分から１５時０５分まで 

場 所 北陽中学校 体育館 

講 師 認定 NPO 法人エンパワメントかながわ 

理事長 阿部 真紀氏 他２名 

対 象 北陽中学校 ３年生 

定 員 140人 

内 容 デートＤＶの特徴と実態を理解し、防止の対策などを伝え、若年層に

向けた暴力根絶のための意識啓発を推進します。 

受講者 １４０人 男 性  託 児  
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（５）事業内容（女性に対する暴力をなくす運動） 

 内閣府などが主唱する「女性に対する暴力をなくす運動」(毎年１１月１２日から１１月

２５日（女性に対する暴力撤廃国際日）までの２週間)の趣旨を踏まえ、ＤＶ予防に関する

展示を行います。また、ＤＶ予防等の事業を行っている男女共同参画推進センターの存在

の認知度を向上させるため、紹介を行うとともに、さらに男女共同参画についての理解を

深めるため、男女共同参画推進に寄与する活動を行っている登録団体の展示を行いました。 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

展示名  女性に対する暴力をなくす運動に関するパネル展 

プラン  基本目標 男女共同参画の意識啓発の推進 

   目標１ 男女共同参画についての理解を促進する 

 基本目標 配偶者等に対する暴力の根絶 

   目標７ 暴力根絶のための意識啓発を推進する 

日 時 令和３年１１月１２日（金）から１１月２５日（木）まで 

場 所  茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ 
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（６）情報コーナーに新たに加わった図書リスト 

NO 図書名 著者名 出版社 

１ 
写真で見る近代オリンピック栄光の歴史ーよ

り速く、より高く、より強く 

オリンピック文化遺

産財団[篇] 

ハーパーコリンズ

・ジャパン 

２ 東京 2020 パラリンピック特別号 
つなひろワールド

2021 
星雲社 

３ マケドニア民話 
茅ヶ崎市文化団体協

議会 湘南シレーネ 
- 

４ 
やさしくわかる１７の目標 

SDGｓおはなし絵本 ひと① 
松葉口 玲子 学研 

５ 
やさしくわかる１７の目標 

SDGｓおはなし絵本 ひと② 
松葉口 玲子 学研 

６ 
やさしくわかる１７の目標 

SDGｓおはなし絵本 ゆたかさ 
松葉口 玲子 学研 

７ 
やさしくわかる１７の目標 

SDGｓおはなし絵本 地球 
松葉口 玲子 学研 

８ 
やさしくわかる１７の目標 

SDGｓおはなし絵本 平和・パートナーシップ 
松葉口 玲子 学研 

（タイトル 50 音順） 

 

（７）情報紙の発行  

 情報紙「いこりあ通信」は、男女共同参画に関わる施策や啓発事業に関する情報をわか

りやすく市民に提供するため、年１～２回発行しています。 

 

・配布場所 市役所、男女共同参画推進センター、その他公共施設  

巻 数 内 容 

第1６号（令和４年３月 

発行） 

「ジェンダー平等ってなんだろう？」、令和４年度上半期のおす

すめ講座・イベントの紹介、女性のための相談室・法律相談 

 

 



                                    

- 17 - 

５ 相談事業                                              

（１）設置目的 

  家庭で、地域で、職場で様々な悩みを抱える女性の自立支援を目的として、「女性の

ための相談室」を男女共同参画推進センターに設置しています。 

 

（２）相談内容 

  夫婦・家族・交際相手等の人間関係や生活上の悩み相談を実施しています。（相談は無

料、秘密は厳守） 

  

   ① 電話相談・・・一般相談（相談者：女性相談員） 

     毎週月曜日～金曜日 

     １０時００分～１６時００分 

  

   ② 面談相談（予約制）・・・一般相談（相談者：女性相談員） 

     毎週月曜日～金曜日（第２火曜日及び第４火曜日は除く） 

     １０時００分～１６時００分 

 

     ③ 法律相談（予約制）・・・専門相談（相談者：女性弁護士） 

     毎月第２火曜日及び第４火曜日 

     １３時００分～１６時００分 

      

※祝日・年末年始は休み 

 

  電話 ０４６７－８４－４７７２（直通） 

  場所 男女共同参画推進センター（日曜日、年末年始は休館） 
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（３）相談実績 

  令和３年度は、一般相談として電話相談が６６６件、面談相談が１３０件、合計で 

７９６件の相談がありました。また、専門相談として６７件の法律相談がありました。 

 

① 内容別相談件数 

内   容 電話相談 面接相談 合   計 

暴力 ６８ ９１ １５９ 

夫婦 １６７ ２８ １９５ 

家族・親族 １３３ ７ １４０ 

対人関係 １８８ １ １８９ 

生活困窮等 １４ ０ １４ 

求職 ４ ０ ４ 

医療   ８１ ０ ８１ 

その他 １１ ３ １４ 

総合計 ６６６ １３０ ７９６ 

 

② 相談件数の推移 
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６ 茅ヶ崎市男女共同参画推進センター登録団体（令和４年９月現在）  

 茅ヶ崎市男女共同参画推進センター登録団体は、女性の社会参加の促進または地位の向

上を目的として活動する団体として市と共催事業や研修会などを実施しています。 

 

（１）国際ソロプチミスト茅ヶ崎 

 

～ソロプチミスト とは～ 

 “soror ソロ（姉妹）”“optima オプティマ（最善）”という二つのラテン語から採って 

  作られた「女性のために最良」という意味です。国際ソロプチミストは４つの連盟 

  （アメリカ、ヨーロッパ、グレートブリテン＆アイルランド、サウス・ウエストパ 

  シフィック）から成る連合体で、１２３ヶ国、約３，１００のクラブ、約９万人の 

  会員を擁しています。国際ソロプチミストは管理職、専門職に就いている女性の世 

  界的組織であり、「理解促進、提唱活動」を通して女性のグローバルボイスである。 

 

〈活動目的〉 

  国際親善と理解および友情を通じて、女性の地位向上・高い倫理基準・万人の人権・

平等・開発・平和を求め努力する。 

 

〈活動内容〉 

・周年記念事業 

  認証時：茅ヶ崎中央公園「ベンチ８脚」、５周年：ペルー「井戸掘り資金と緊急医

療費」、１０周年：茅ヶ崎市「デイケアーバス２台」、１５周年：茅ヶ崎市「植

樹ホルトノキ」、２０周年：茅ヶ崎市図書館「太陽電池・電波時計」と茅ヶ崎市

公園野球場「ハイブリット街路灯２基」、３０周年：茅ヶ崎市市民ふれあいプラ

ザ前庭「ソーラー式三面モニュメント時計」とハマミーナ「壁掛け時計」 

・寄付 

国際ソロプチミストアメリカ連盟、国際ソロプチミスト日本東リジョン、湘南つ

つみ苑（ジャンプの家）、小出川に親しむ会、ソロプチミスト日本財団、障害者

地域作業所 工房「朱」、茅ヶ崎市緑のまちづくり基金、茅ヶ崎障害者センター

「湘南鬼瓦」、茅ヶ崎市社会福祉協議会、社会福祉法人「翔の会」、茅ヶ崎市文

化振興基金茅ヶ崎市美術館、茅ヶ崎市図書館、日本語で心をつなぐ会、茅ヶ崎交

響楽団、文教大学 文教ボランティアズ、アレセイア湘南高等学校、茅ヶ崎国際交

流協会、かながわ都市緑化茅ヶ崎フェア ほか 

 

〈活動日〉毎月第３木曜日（１３：３０～１５：３０） 

〈活動場所〉市民ギャラリー ネスパ 

〈ホームページ〉http://www.si-chigasaki.jp/ 

〈設  立〉１９８６年５月２１日（日本では１９８番目） 

〈会員数〉１６人 

〈連絡先〉soroptimist.chigasaki@gmail.com 

 

 

 

 

国際ソロプチミスト 

ロゴマーク 

 

http://www.si-chigasaki.jp/
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（２）茅ヶ崎市食生活改善推進団体 

 

〈活動目的〉 

固定的性別役割分業を意識せず、公衆衛生の向上と食生活の改善を通じて男女の健康維

持を支援する傍ら地域貢献活動として、男性の料理教室などに講師を派遣し、男性の地域

参加を進めると共に女性の社会参加を促進する。食を通じた健康づくり活動を推進してい

る。 

 

〈活動内容〉 

・茅ヶ崎市関係課の主催する料理教室や栄養教室への講師の派遣 

・男性料理教室への講師派遣などによる食生活改善 

・普及活動並びに健康維持を支援する事業の開催 

・会員資質向上を目指して各種研修会の開催 

 

〈活動日〉毎月第４水曜日午前 

〈活動場所〉茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ、各地域公民館 

〈ホームページ〉なし 

〈設  立〉１９７１年４月 

〈正会員〉７６人 

〈会  費〉３０００円／年 

     ※会費３０００円の内訳（茅ヶ崎市食改５００円・茅波会２５００円） 

〈会員募集〉市の主催する「ちがさき健康づくり講座」を受け（一年間）終了した方が入

会できます。 

〈入会金〉なし 

〈会則等〉あり 

〈代表者〉渡辺 馨（わたなべ かおる） 

〈連絡先〉渡辺 馨（わたなべ かおる） 

電話  ０４６７－８１－４４２５  
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（３）茅ヶ崎市母子寡婦福祉会  

 

〈活動目的〉 

市内に居住する母子及び父子・寡婦の精神安定を図り、自立促進に努め、福祉向上に 

資する。 

 

〈活動内容〉 

・生活に関する相談指導 

・会員相互の研修及び親睦を図るための会合、行事等 

・母子家庭及び寡婦家庭に関する調査研究 

・関係機関及び他の母子団体との連絡提携 

・福祉会の運営資金を調達するための事業 

・緊急母子貸付金に関する相談指導 

・その他福祉会の目的達成に必要な事業 

 

〈活動日〉不定期に事業展開 

〈活動場所〉茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ、茅ヶ崎市内など 

〈ホームページ〉なし 

〈設  立〉１９７８年４月 

〈正会員〉３３人 

〈会  費〉８００円／年 

〈その他費用〉その時々に応じる 

〈会費募集〉随時 

〈入会金〉なし 

〈会則等〉あり 

〈代表者〉日下 春美（くさか はるみ） 

〈連絡先〉日下 春美（くさか はるみ） 

    電話  ０４６７－５２－５２８１  

    FAX  ０４６７－５２－５２８１  
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（４）マザーアース茅ヶ崎 

 

〈活動目的〉 

 全ての女性たちがもつ特性や個性を活かす場として、互いの人権と人格を尊び温かく

おおらかな人間関係のなかで社会参画をする集いとする。 

 カテゴリー別に問題を掘り下げ、男女問わず参加者全ての協力の下、問題の改善に力

を尽くす事とする。 

〈活動内容〉 

・防災分野における男女平等参画に関する学習（調査・研究）会の開催 

・市民を対象に「ちがさき男女共同参画推進プラン」の目的に沿った男女平等参画推進

のためのイベントなどを企画開催 

・「組織のあり方」を考える学習会、シンポジウムの開催 

 

〈活動日〉月に１度の定例会 他イベント企画時は多数日 

〈活動場所〉茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ 

〈ホームページ〉https://mother-earth-chigasaki.net/ 

〈設  立〉２０１８年８月８日 

〈会員数〉入退会という形式は取らず、参加型とする 

〈入会金〉なし 

〈会則等〉あり 

〈代表者〉山田 秀砂（やまだ ひさ） 

〈連絡先〉山田 秀砂（やまだ ひさ） 

    電話  ０９０－３２３６－６２８５   

    E-mail mother_earth@aroma.ocn.ne.jp 
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（５）ミクシテ 「ちがさき男女平等参画プラン」を推進する会 

 

〈活動目的〉 

学習と活動を通して、「ちがさき男女共同参画推進プラン」を推進し、多様性を認め合

う男女平等のまちづくりをすすめる。 

 

〈活動内容〉 

・男女平等参画に関する学習（調査・研究）会の開催 

・市民を対象に「ちがさき男女共同参画推進プラン」の目的に沿った男女平等参画推進

のための講座などを企画開催 

（６月の男女共同参画週間に合わせて講座を実施するなども含む） 

・当事者の目線で、女性（男性）の人権に結びついた情報の発信（情報誌の発行） 

 

〈活動日〉毎月１回木曜日夜 他に不定期 

〈活動場所〉茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ 

〈ホームページ〉なし 

〈設  立〉２００４年１２月 

〈会員数〉１１人 

〈会  費〉正会員２０００円／年、賛助会員１０００円/年 

〈会費募集〉随時 

〈入会金〉なし 

〈会則等〉あり 

〈代表者〉松本 順子（まつもと じゅんこ） 

〈連絡先〉松本 順子（まつもと じゅんこ） 

    電話  ０４６７－８３－８４９３  

    FAX ０４６７－８３－８４９３  

    E-mail tjyymatsu03@gmail.com 
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７ 茅ヶ崎市男女共同参画推進センター条例（抜粋）          

平成９年１２月２５日 

条例第２４号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、茅ヶ崎市男女共同参画推進センターの設置及び管理に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（設置、名称及び位置） 

第２条 男女共同参画社会の実現を目指し、市民に学習の機会及び活動の場を提供し、も

って男女平等社会の更なる成熟に寄与するため茅ヶ崎市男女共同参画推進センター（以

下「センター」という。）を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

茅ヶ崎市男女共同参画推進センター 茅ヶ崎市新栄町１２番１２号 

（休館日等） 

第３条 センターの休館日及び開館時間は、規則で定める。 

（使用することができる者） 

第４条 センターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

(1) 男女共同参画社会の形成に関する事業を行う者 

(2) 生涯学習に関する事業を行う団体で市長が適当であると認めるもの 

(3) その他市長が適当であると認める者 

（登録） 

第５条 前条第１号に規定する者が団体である場合において、当該団体が次の各号に掲げ

る要件のいずれをも具備するときは、登録を受けることができる。 

(1) 男女共同参画社会の形成を目的とする団体で一定の事業計画をもって活動してい

ること。 

(2) ５人以上の者から構成される団体でその構成員の１０分の７以上の者が市内に住

所を有し、又は市内の事務所若しくは事業所に勤務し、若しくは市内の学校に在学し

ていること。 

(3) 営利を目的としない団体であること。 

(4) 規約その他これに準ずるものを定めていること。 

２ 前項第４号の規約その他これに準ずるものには、次に掲げる事項が定められていなけ

ればならない。 

(1) 目的 

(2) 名称 

(3) 事務所の所在地 

(4) 構成員の資格に関する事項 

(5) 代表者に関する事項 

(6) 会議に関する事項 

（登録の取消し） 
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第６条 市長は、前条第１項の規定により登録を受けた団体が次の各号のいずれかに該当

する場合は、登録を取り消すことができる。 

(1) 前条第１項各号に掲げる要件を具備しなくなったとき。 

(2) 偽りその他不正の行為により登録を受けたとき。 

(3) その他市長が引き続き登録をすることが適当でないと認めたとき。 

（使用の承認等） 

第７条 センターを使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により使用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該

当する場合は、同項の承認をしないことができる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると

認められるとき。 

(3) センターの施設及び附属設備（以下「施設等」という。）を損傷するおそれがある

と認められるとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。 

３ 市長は、第１項に規定する承認をする場合において、管理上必要な条件を付すること

ができる。 

第８条 市長は、センターの使用が、同一の者が同一の内容で７日以上連続して使用する

もの又は例日を定めて使用するものであると認めるときは、使用を承認しないことがで

きる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する連続して使用することができる期間には、休館日を含まないものとす

る。 

（使用の内容の変更等） 

第９条 第７条第１項の規定によりセンターの使用の承認を受けた者（以下「使用者」と

いう。）は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の承認を受けなければならな

い。 

(1) センターの使用の承認を受けた内容の変更をしようとするとき。 

(2) センターの使用の承認を受けた使用時間の繰上げ（規則で定める受付期間の終期ま

でに承認を受けて使用時間（別表に定める午後、夜間及び昼夜の使用区分に係るもの

に限る。）の前に使用することをいう。以下同じ。）又は延長（規則で定める受付期

間の終期までに承認を受けて使用時間（別表に定める午前、午後及び昼間の使用区分

に係るものに限る。）の後に使用することをいう。以下同じ。）をしようとするとき。 

（使用の承認の取消し等） 

第１０条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消

し、又は使用を制限し、若しくは使用を中止させることができる。 

(1) 第７条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(2) 第７条第３項に規定する使用の承認の条件に違反したとき。 

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(4) 偽りその他不正の行為により使用の承認を受けたとき。 

(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。 
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（使用料） 

第１１条 使用者（第４条第３号に規定する者に限る。）は、別表に定める額の使用料を

使用の承認を受けた際に納付しなければならない。 

２ 前項の規定は、第９条の規定によりセンターの使用の承認を受けた内容の変更又は使

用時間の繰上げ若しくは延長の承認に係る使用料の納付について準用する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、使用者が国、地方公共団体又は市長が特別の理

由があると認める団体の場合においては、別に納期限を指定することができる。 

（使用料の減免） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除

することができるものとし、その額は、当該各号に定める額（その額に１０円未満の端

数があるときは、その端数の額を１０円に切り上げた額）とする。 

(1) 国、県又は市が主催し、又は共催する事業のために使用するとき。 使用料の額の

全額 

(2) 国、県又は市が後援し、又は協賛する事業のために使用するとき。 使用料の額の

１０分の５に相当する額 

(3) 市行政と密接な関係を有し、かつ、地域における自治活動を行うことを目的とする

団体又は地域づくりを目的とする団体（市長が適当であると認めるものに限る。）が

その目的のために使用するとき。 使用料の額の全額 

(4) 前号に掲げるもののほか、公共的団体（市長が適当であると認めるものに限る。）

がその目的のために使用するとき。 使用料の額の１０分の３に相当する額 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 その都度市長

が定める額 

（使用料の不還付） 

第１３条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が災害その他特別の理由があると

認める場合においては、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を還付する

ことができる。 

（目的以外の使用等の禁止） 

第１４条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外の目的でセンターを使用し、又はその

使用の権利を他に譲渡し、若しくは貸与してはならない。 

（販売行為等の禁止） 

第１５条 使用者及び入館者は、センター内において、物品の販売、広告、宣伝、寄附の

募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、

この限りでない。 

（特別の設備等の制限） 

第１６条 使用者は、センターに特別の設備をしようとするとき又は備付けの器具以外の

器具を使用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。 

（原状回復の義務） 

第１７条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は第１０条の規定により使用の承

認を取り消され、若しくは使用を制限され、若しくは使用を中止されたときは、直ちに

原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復しないことを承認したとき
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は、この限りでない。 

（損害賠償） 

第１８条 使用者及び入館者は、センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長

の指示に従い、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長

が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

（入館の制限等） 

第１９条 市長は、入館者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その入館を拒み、又

は退館を命ずることができる。 

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。 

(2) センターの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。 

（管理上の立入り） 

第２０条 使用者は、関係職員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立入りを要

求したときは、拒むことができない。 

（委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１０年３月１日から施行する。ただし、附則第４項の規定は、同年

１月１日から施行する。 

（茅ヶ崎市女性センター条例の廃止） 

２ 茅ヶ崎市女性センター条例（昭和５７年茅ヶ崎市条例第２２号。以下「旧条例」とい

う。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行前に旧条例による茅ヶ崎市女性センターの使用を承認された場合にお

ける使用料の還付及び施設又は器具等を破損し、又は滅失した場合における損害賠償又

は原状回復については、なお従前の例による。 

（使用の承認の手続の特例） 

４ センターの使用の承認に関する手続については、この条例の施行の日前においても、

この条例の例により行うことができる。 

附 則（平成１０年条例第４号） 

この条例は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第４２号）抄 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に第４条の規定による改正前の茅ヶ崎市女性センター条例の相

当規定により使用の手続をしたものとみなす。 

附 則（平成１４年条例第２１号） 

１ この条例は、平成１４年１０月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の茅ヶ崎市女性センター条例別表の規定は、平成１４年１

０月１日以後の使用に係る使用料について適用する。 
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附 則（平成１７年条例第２８号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第２６号） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前に改正前の茅ヶ崎市女性センター条例の規定によりされた処分、手

続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、改正後の茅ヶ崎市男女

共同参画推進センター条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２６年条例第３０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

（茅ヶ崎市青少年会館等の使用料に係る経過措置） 

４ 第３条、第５条、第９条、第１２条、第１８条及び第２３条に規定するそれぞれの条

例の規定により設置された施設の使用の承認の申請が施行日前にされた場合における当

該申請に対する承認に係る使用料については、第３条、第５条、第９条、第１２条、第

１８条及び第２３条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

５ 第５条、第９条、第１２条及び第２３条に規定するそれぞれの条例の規定により設置

された施設の使用料の免除の申請が施行日前にされた場合に免除する使用料について

は、第５条、第９条、第１２条及び第２３条の規定による改正後のそれぞれの条例の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則(令和元年条例第３号)抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

(茅ヶ崎公園体験学習センター等の使用料に係る経過措置) 

９ 第３条から第５条まで、第９条、第１２条から第１４条まで、第２０条及び第２６条

に規定するそれぞれの条例の規定により設置された施設の使用の承認の申請が施行日前

にされた場合における当該申請に対する承認に係る使用料については、第３条から第５

条まで、第９条、第１２条から第１４条まで、第２０条及び第２６条の規定による改正

後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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別表（第１１条関係） 

１ 基本使用料 

施設名 使用区分 

午前 午後 夜間 昼間 昼夜 全日 

午前９時から

午後０時３０

分まで 

午後０時３０

分から午後５

時まで 

午後５時から

午後９時まで 

午前９時から

午後５時まで 

午後０時３０

分から午後９

時まで 

午前９時から

午後９時まで 

 円 円 円 円 円 円 

大会議室   （３，７７０）  （６，８００） （９，０００） 

２，２００ ３，０３０ ３，３５０ ５，２３０ ６，３９０ ８，５９０ 

第１会議室   （８３０）  （１，４６０） （１，８８０） 

４１０ ６２０ ７３０ １，０４０ １，３６０ １，７８０ 

第２会議室   （１，６７０）  （３，０３０） （３，９８０） 

９４０ １，３６０ １，４６０ ２,３００ ２，８２０ ３，７７０ 

第３会議室   （８３０）  （１，４６０） （１，８８０） 

４１０ ６２０ ７３０ １，０４０ １，３６０ １，７８０ 

和室   （１，９９０）  （３，６６０） （４，９２０） 

１，２５０ １，６７０ １，７８０ ２，９３０ ３，４５０ ４，７１０ 

実習室   （２，２００）  （４，０８０） （５，４４０） 

１，３６０ １，８８０ １，９９０ ３，２４０ ３，８７０ ５，２３０ 

備考 ７月から９月までにあっては、「午後９時」とあるのは「午後９時３０分」とし、

括弧内の額を適用する。 

２ 繰上使用料 

使用時間の繰上げの承認を受けて使用する場合の当該繰上げに係る使用料は、１時間

（１時間に満たないときは、１時間とする。）につき、使用の承認を受けた使用区分（午

後及び夜間にあってはそれぞれの使用区分、昼夜にあっては午後の使用区分）に係る基

本使用料の額の１０分の３に相当する額（その額に１０円未満の端数があるときは、そ

の端数の額を切り捨てた額）とする。 

３ 延長使用料 

使用時間の延長の承認を受けて使用する場合の当該延長に係る使用料は、１時間（１

時間に満たないときは、１時間とする。）につき、使用の承認を受けた使用区分（午前

及び午後にあってはそれぞれの使用区分、昼間にあっては午後の使用区分）に係る基本

使用料の額の１０分の３に相当する額（その額に１０円未満の端数があるときは、その

端数の額を切り捨てた額）とする。 
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 ８ 茅ヶ崎市男女共同参画推進センター 案内図            

 

 

 

茅ヶ崎市男女共同参画推進センター いこりあ 

茅ヶ崎市新栄町１２－１２ 茅ヶ崎トラストビル４階 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場はございませんので、公共の交通機関を

御利用ください。 

なお、自転車でお越しの方は、地下の「新栄町

第３自転車駐車場」を御利用ください。 
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令和３年度 茅ヶ崎市男女共同参画推進センター（いこりあ）事業概要 

 

令和４（２０２２）年 １０月発行 

発行 茅ヶ崎市 文化生涯学習部 男女共同参画課 

〒２５３－００４４ 

神奈川県茅ヶ崎市新栄町１２番１２号  

茅ヶ崎トラストビル４階 

茅ヶ崎市男女共同参画推進センター いこりあ内 

 

電 話 ０４６７－５７－１４１４ 

ＦＡＸ ０４６７－５７－１６６６ 

 

ホームページ https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp   
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